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施策紹介（介護現場のサポート、ハラスメント対策セミナー等）
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Hyogo Prefecture

ハラスメント対策強化に向けた法（労働施策総合推進法）改正 
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令和８年10月１日からは、カスタマーハラスメントを防止するために、雇用管理

上必要な措置を講じることが、事業主の義務となります。

●厚生労働省HP（令和７年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（労働施策総合推進法）等の一部改正について）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html

１ はじめに
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ハラスメント対策強化に向けた法（労働施策総合推進法）改正 
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(1)ハラスメントの実態
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出所：令和7年度訪問看護・訪問介護等における利用者等からのハラスメント実態調査

アンケート（兵庫県）を元に作成

◆利用者等からのハラスメント ◆ハラスメントの内容（複数回答）

訪問看護・訪問介護現場において、事業所の職員から利用者やその家族
等から「ハラスメント」を受けたと報告されたことは、63.3%が「ある」
と回答しています。
（内容は、「精神的暴力」が多く、次いで、「セクシャルハラスメント」）

ない

63.3%

ある
36.7%

1.6%

25.5%

55.8%

73.9%

その他

身体的暴力

セクシャルハラスメ

ント

精神的暴力

２ 兵庫県における介護現場のハラスメント対策
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(2)ハラスメント対策における課題

4出所：令和7年度訪問看護・訪問介護等における利用者等からのハラスメント実
態調査アンケート（兵庫県）を元に作成

◆「ハラスメント」に関する予防や対策を実施するうえでの課題（複数回答・上位回答）

ハラスメント対策における課題としては、「利用者等のハラスメントに対す
る理解」、「人員不足」、「契約解除の判断」などが挙げられています。
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46.1%●利用者や家族に「ハラスメント」行為の禁止について
理解をいただくことが難しい

●複数人で訪問したいが、人員がいない

●担当を変えることを検討したいが、人材がいない

●サービス提供の中止、契約を解除していよいか、判
断できない

●警備会社によるセキュリティサービス等を利用をし
たいがコストがかかるため難しい

●職員の「ハラスメント」への意識や感覚の差が大きい

●有効な予防や対策がわからない

●予防や対策を実施できる人材がいない・不足している

●複数人で訪問したいが、利用者や家族の同意が得られ
ない
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① 暴力等対策マニュアル等の作成

（マニュアル、研修用教材、事業所チェックリストなど）

② 暴力等対策研修会の実施

③ 介護現場におけるハラスメント防止啓発チラシの作成

④ 暴力等対策相談窓口の設置

⑤ ２人訪問補助・１人訪問補助
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県では、看護・介護人材確保の重要性が高まるなか、看護・介護サービ

スに従事される方の安全を確保し、安心して働き続けることができる体制
づくりを支援するため、平成29年度から「訪問看護師・訪問介護員等 安
全確保・離職防止対策事業」を開始

(３)訪問看護師・訪問介護員等 安全確保・離職防止対策事業
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●暴力等対策マニュアル

兵庫県看護協会ＨP https://www.hna.or.jp/for_nurses/n_visiting_nursing/against_violence/entry-1526.html
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① 暴力等対策マニュアル等の作成

「有効な予防や対策がわからない」、
「予防や対策を実施できる人材がいない」、
「職員の『ハラスメント』への意識や感覚
の差が大きい」

⇒ 「暴力等対策マニュアル」を作成
しておりますので、ぜひ、ご一読く
ださい

https://www.hna.or.jp/for_nurses/n_visiting_nursing/against_violence/entry-1526.html


Hyogo Prefecture

●暴力・ハラスメント対策研修用教材

兵庫県看護協会ＨP https://www.hna.or.jp/for_nurses/n_visiting_nursing/against_violence/entry-1526.html 7

① 暴力等対策マニュアル等（研修用教材）

⇒ 研修用教材では、事業所の研修に活用でき、事例に基づいて、予防策や対応策を学ぶ

ことができます。

架空の事例です。

https://www.hna.or.jp/for_nurses/n_visiting_nursing/against_violence/entry-1526.html


Hyogo Prefecture

●事業所チェックリスト

兵庫県看護協会ＨP https://www.hna.or.jp/for_nurses/n_visiting_nursing/against_violence/entry-1526.html 8

① 暴力等対策マニュアル等（事業所チェックリスト）

⇒ 「事業所チェックリス
ト」では、予防や対応策
を簡単に確認ができます。

https://www.hna.or.jp/for_nurses/n_visiting_nursing/against_violence/entry-1526.html


Hyogo Prefecture

●事業所における暴力・ハラスメント対策の課題と取り組み

兵庫県看護協会ＨP https://www.hna.or.jp/for_nurses/n_visiting_nursing/against_violence/entry-1526.html 9

① 暴力等対策マニュアル等（事業所における暴力・ハラスメント対策
の課題と取り組み）

⇒ 「事業所における暴力・ハラスメント対策の課題と取り組み」では、他事業
所における、暴力・ハラスメント対策の課題と取り組みがご覧いただけます。

https://www.hna.or.jp/for_nurses/n_visiting_nursing/against_violence/entry-1526.html
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（参考：令和7年度開催の研修会）
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② 暴力等対策研修会の実施

有効な予防や対策がわからない、予防や対策を実施できる人材がいない 

⇒ 研修会（年１～２回程度）では、予防策や対策を学ぶことができます。

●研修会

兵庫県ＨＰ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/houkananzen.html

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/houkananzen.html
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●介護現場におけるハラスメント防止啓発チラシ

兵庫県ＨＰ https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/houkananzen.html 11

③ ハラスメント防止啓発チラシ

利用者や家族に「ハラスメント」行為の禁止について理解をいただくこと
が難しい

⇒ 「ハラスメント防止啓発チラシ」をご活用ください。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/houkananzen.html


Hyogo Prefecture
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④ 暴力等対策相談窓口の設置

• 利用者からのハラスメントに対して、どのように対応すればよいか
 アドバイスしてほしい

• サービス提供の中止、契約を解除していよいか、判断できない

⇒ 相談窓口をご利用ください。（法律相談も可能です。）

●お困り相談ひょうご

兵庫県ＨＰ https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/houkananzen.html

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/houkananzen.html
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【２人訪問補助】
○補助の内容
訪問看護師、訪問介護員が訪問サービスを提供する際に、利

用者や家族などからの暴力行為などで２人以上の訪問が必要な
ケースで、利用者・家族などの同意が得られず、介護報酬上の
２人訪問加算が算定できない場合に加算相当額等の一部を補助

○補助の要件
・兵庫県内の指定訪問看護事業所、指定訪問介護事業所
・介護保険法に基づく指定訪問看護、指定訪問介護のサービス
を提供
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⑤ ２人訪問補助・１人訪問補助

「複数人で訪問したいが、人員がいない、利用者や家族の同意が得られ
ない」

⇒ 「２人訪問補助」、「１人訪問補助」もご検討ください。
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３ 兵庫県におけるハラスメント対策セミナー兼相談会

セミナーだけでなく、
個別相談も可能です。

日程 場所

第１回目 8月5日(水)  14:00～ 豊岡総合庁舎301会議室

第２回目 8月7日(金)  14:00～ 丹波の森公苑セミナー室

第３回目 8月31日(月) 14:00～
姫路総合庁舎       

職員福利センター３Ｆ

第４回目 9月8日(火)  14:00～ 加古川総合庁舎２Ｆ 会議室

第５回目 9月16日(水) 14:00～ 新長田合同庁舎７Ｆ Ｄ会議室

今後実施日程

② 従業員向けセミナー 実施日程

① 企業向けセミナー 実施日程

日程 場所

第１回目 9月10日（木）13:00～ 中央労働センター

第２回目 12月中旬 尼崎地域

第３回目 2月中旬 姫路地域
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